
測定値（d）からトラベルブランク値（e）
を差し引いて濃度を算出（d-e）

e≒a

e＞a

e＞d

e≦d

環境省マニュアルに基づくトラベルブランク評価フロー

d-e＜f

d-e≧f 

測定値（d）からトラベルブランク値（e）
を差し引いて濃度を算出（d-e）

トラベル
ブランク値（e）と
操作ブランク値（a）

の比較

トラベル
ブランク値（e）と
測定値（d）
の比較

補正値（d-e）と
トラベルブランク値から
算出した標準偏差の１０倍

（f）との比較

汚染の
影響なし

欠測、
再測定

欠測、
再測定

e≒a

e＞a

e＞d

e≦d

新ＪＩＳに基づくトラベルブランク評価フロー

d＜f

d≧f 

トラベル
ブランク値（e）と
操作ブランク値（a）

の比較

トラベル
ブランク値（e）と
測定値（d）
の比較

測定値（d）と
トラベルブランク値から
算出した標準偏差の１０倍

（f）との比較

汚染の
影響なし

欠測、
再測定

欠測、
再測定

ＪＩＳと環境省マニュアルでは、トラベルブランク値から算出される定量下限（ｆ）と測定値（d）の比較をする際に
トラベルブランク値（e）を差し引いて測定値を「補正する」・「補正しない」の違いがある。（上図、下線部分）

トラベルブランクの試験の評価基準について


